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平成２７年度の一般会計予算は、４４億６,７００万円で、前年度比３億３,６００万円の増額予算とな
りました。安心安全なまちづくりに必要な予算を最優先に確保し、「子育て支援、教育の充実」「若者
定住、地域づくり」に重点配分するとともに、防災、産業の活性化、福祉サービスの向上、環境対策
等、住み良いまちづくりに向けた予算の確保に努めました。
また、平成２７年度は町制６０周年を迎えることから、特別予算を編成しています。
社会保障と税の一体改革に伴う消費税率の引上げ分の地方消費税収については、趣旨を反映

し、社会保障施策の充実を図るための財源としました。

総務課　（有）２-２００１　（電）４８-８１２０　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
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平成２７年度　多賀町主要施策の概要 単位：千円

総　　額　　79億4，740万円
一般会計　　44億6,700万円
特別会計　　21億3，763万円
企業会計　　13億5,277万円

民生費
11億2,823万円
（25.3％）

土木費
7億8,873万円
（17.7％）

教育費
6億4,947万円
（14.5％）

公債費
4億2,127万円
（9.4％）

44億6，700万円
歳出

議会費…7,855万円（1.8％）

総務費
6億422万円
（13.5％）

衛生費
3億3,960万円
（7.6％）

農林水産業費…2億6,943万円（6.0％）
商工費…2,964万円（0.7％）

消防費…
1億4,040万円
（3.1％）

諸支出金…1346万円（0.3％）
予備費…400万円（0.1％）

町税
17億8,954万円
（40.1％）

諸収入
…1億572万円（2.4％）
分担金および負担金

…5,817万円（1.3％）
繰越金…3,000万円（0.6％）使用料および手数料…2,191万円（0.5％）

寄附金…1,181万円（0.3％）／財産収入…499万円（0.1％）
繰入金…1億6,906万円（3.8％）

地方交付税
8億600万円
（18.0％）

町債
5億300万円
（11.3％）

県支出金
4億3,125万円
（9.6％）

県税交付金…
1億2,190万円（2.7％）

国庫支出金…
3億6,735万円（8.2％）

地方譲与税…4,030万円（0.9％） 地方特例交付金…500万円（0.1％）
交通安全対策特別交付金…100万円（0.1％）

44億6，700万円
歳入
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特別会計  単位：万円

会計名 平成２７年度 増減

国民健康保険事業 93,059 3,190

介護保険事業 77,300 3,313

後期高齢者医療事業 9,537 256

育英事業 478 △ 108

びわ湖東部中核工業団地公共
緑地維持管理事業 727 △ 296

芹谷栗栖地域振興事業 32,514 △ 860

多賀財産区管理会 15 3

大滝財産区管理会 116 13

大佐谷財産区管理会 17 0

合計 213,763 5,511

企業会計  単位：万円
会計名 平成２７年度 増減

水道事業 84,707 △ 9,072

下水道事業 45,137 3,367

農業集落排水事業 5,433 117

合計 135,277 △ 5,588

一般会計当初予算の推移  単位：万円
年度 当初予算額 増減

23 442,200 48900

24 403,600 △ 38600

25 432,200 28600

26 413,100 △ 19100

27 446,700 33,600

みんなの力でキラリとひかるまちをめざす
• 自立をめざし、町民と行政がともに歩むまち
• 新たな多賀の創造に向けた取り組み

事業施策名 事業費
自治振興事業 11,300

継 まちづくり活動支援交付金 21,000
個性輝くまちづくり活動支援事業 2,550
山村辺地等活性化事業 15,000
空き家対策事業 1,500
ふるさと楽市事業 2,000

新 町制60周年事業 6,000

子どもや若い世代が希望を持てるまちをめざす
• 将来を担う子どもを育む
• いつまでも生きがいを持って暮らせる
まちを築く

事業施策名 事業費
若者定住支援助成金交付事業 7,414
妊婦健康診査・特定不妊
治療費等助成事業 8,783

拡 保育園運営事業 303,699
児童手当事業（児童手当給付費） 125,850
出産・育児助成事業 1,780
子育て支援対策事業 31,938

継 子育て世帯臨時特例交付
金事業 2,700

小学校児童通学バス運行事業 15,910
中学校生徒通学費補助事業 6,443
臨時講師・特別支援教育
支援員設置事業 30,066

英語教育推進事業 6,140
新 デジタル教科書購入 2,500

多賀中学校給食事業 36,178
幼稚園運営事業 47,119
青少年海外派遣研修事業 5,517
青少年育成推進事業 3,109

新 中央公民館建設事業 36,726
新 スポーツ推進計画策定事業 4,389

誰もが安心して暮らせるまちをめざす
• 健康な暮らしを守る保健・医療の充実
• 地域の絆を深める福祉社会の実現

事業施策名 事業費
人権啓発推進事業 2,358

継 臨時福祉給付金事業 13,665
介護・生活支援事業 120,021

拡 障害福祉事業 9,005
障害者自立支援事業 141,824
老人福祉事業 33,170

拡 保健事業（妊婦健診・不妊
治療・未熟児除く） 37,225

福祉医療助成事業 76,383

環境や歴史・文化、風土を大切にしたまちをめざす
• まちの活力をつくり出す地域産業の活性化
• 地球環境にやさしいまちづくり
• 快適に暮らすための生活基盤の充実
• 歴史と伝統文化の継承と活用

事業施策名 事業費
合併処理浄化槽設置事業 6,625
ごみ減量リサイクル事業 1,934
ごみ処理事業 99,630

新 再生可能エネルギー導入事業 26,000
農業振興事業 15,755
農村まるごと保全向上対策事業 19,383
獣害防止対策事業 35,364

拡 ため池ハザードマップ策定事業 25,000
新 県営土地改良対策事業 4,545
継 森林税事業 19,168

林道事業 5,000
間伐実施事業 3,000
森林資源循環利用促進事業 1,340
高取山ふれあい公園運営・
シカ肉販売促進事業 6,725

小口簡易資金事業 633
観光推進事業 5,823

新 登山道修繕事業 450
木造住宅耐震事業 6,342
常備消防事業 93,241

拡 消防・防災施設等整備事業 15,721
道路新設・改良・舗装事業 351,547
道路維持管理事業 5,017

拡 除雪対策事業 21,350
急傾斜地崩壊対策事業 141,500
地籍調査事業 7,486
芹谷ダム対策事業 105,484
湖東圏域公共交通活性化事業 22,563
コミュニティバス運行対策
事業 36,500

文化財保護・調査事業 40,975

計画を実現するために
• 効率的で効果的な組織・機構
• 開かれた行政運営の推進
• 効率的な行財政運営

事業施策名 事業費
新 公共施設総合管理計画策定事業 8,200
新 総合計画策定（中間見直し）事業 2,000

新 既存建築物耐震改修促進
計画策定事業 4,817

財政事情公表事業 486
拡 広報発行事業 11,398
新 コンビニサービス利用事業 141
新 6町行政情報システム共同利用料 22,970
新 社会保障・税番号制度システム整備事業 23,310
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多賀町における主な助成金・補助金などをご紹介します
〈企画課〉　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２

運 転 免 許 自 主 返 納 支 援 制 度
運転免許証を自主返納された方への愛のりタクシーまたはバスどちらかの回数券９,０００円
相当分の交付。申請期間は返納日から９０日以内または運転経歴証明書に記載されている交
付日から６０日以内。

若者新築等住宅取得支援事業
多賀町において住宅を新築または購入した若者に対する助成金制度。住宅に課税される固
定資産税相当額を助成。
〈限度額１０万円（年）３年間〉平成２３年１月２日から平成２９年１月１日の期間に取得された住
宅が対象。別途割増助成あり。

若者世帯多世代同居支援事業
多賀町において多世代同居をするために住宅を増築または建替えをおこなった若者世帯ま
たはその親世帯に対する助成金制度。住宅に課税される固定資産税相当額を助成。　
〈限度額１０万円（年）３年間〉平成２３年１月２日から平成２６年１月１日の期間に取得された住
宅が対象。別途割増助成あり。

木造住宅耐震診断員派遣事業 木造住宅を耐震診断する診断員を無料で派遣します。主に目視による診断。
木 造 住 宅 耐 震 ・ 
バリアフリー改修事業補助金

木造住宅の耐震改修や耐震改修に伴うバリアフリー改修をおこなった場合の補助金。工事費
に応じて２０万円、３０万円、５０万円を補助。別途割増補助あり。

耐 震 シ ェ ル タ ー 普 及 事 業 耐震シェルターや防災ベッドを購入する経費の一部を補助する制度。
〈限度額２０万円〉

空 き 家 住 宅 等 
除 却 支 援 事 業 補 助 金

空き家となっている住宅を除却する場合の補助金。
〈補助率１／２、限度額５０万円〉

民 間 建 築 物 ア ス ベ ス ト 
含 有 調 査 補 助 金

住宅・建築物におけるアスベスト調査をおこなった場合の補助金。
〈限度額２５万円〉

空 き家 活 用 促 進 事 業 補 助 金 空き家情報バンク制度を利用して滋賀県外から多賀町の山間部地域に移住定住する方へ補
助する制度。

〈福祉保健課〉　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５
高 齢 者 小 規 模 住 宅
改 造 事 業 補 助 金

高齢者の排せつ、入浴、移動などを容易にするための住宅改修の経費の補助。
〈補助率２／３、限度額３３３,０００円〉

在宅重度障害者住宅改造補助費 在宅重度障がい者が住宅改修を行う場合の経費補助。
障 害 者 自 動 車 
ガ ソ リ ン 費 補 助 事 業

障がいを有する人が運転する自動車のガソリン費の一部補助。
〈１カ月あたり３０ℓまで、１ℓあたり５４円〉

自 動 車 訓 練 費 助 成 金 身体障がい者が免許取得にかかる経費の一部を助成。〈上限１０万円〉
自 動 車 改 造 費 助 成 金 

（ 介 護 用 改 造 分 ）身体障がい者が運転する自動車を改造する経費の一部を助成。〈上限１０万円〉

腎臓機能障害者通院費補助金 人工透析法を必要とする人が、愛のりタクシーの停留所がない医療機関に通院するためにか
かるタクシー費用の一部を助成。

在 宅 障 害 児 通 学 援 助 費 自宅から通学する障がい児の通学にかかる経費の一部を助成。
〈月額１,７００円（町内移動）、月額４,０００円（町外移動）〉

日 常 生 活 用 具 給 付 費 在宅重度障がい者が日常生活用具を購入する経費の一部を助成。

多 賀 町 出 産 奨 励 祝 金 出産の祝金。３人目以降の子を出産し、養育している方へ祝金として助成。
〈３人目５万円、４人目以降１０万円〉

育 児 支 援 助 成 金 育児に必要な紙おむつ、粉ミルクの購入費用の一部を助成。
〈満１歳まで月額２,０００円〉

特 定 不 妊 治 療 費 等 補 助 金 特定不妊治療等に必要な経費の一部を助成。〈上限１０万円〉
妊 婦 健 康 診 査 費 用 助 成 基本妊婦健康診査にかかる費用の全額助成。

〈地域整備課〉　（有）２-２５８３　（電）４８-８１２５

合併処理浄化槽設置事業補助金 家庭において、合併処理浄化槽を設置する経費の一部を補助する制度。
〈上限６０万〜１００万円〉

合 併 処 理 浄 化 槽 
維 持 管 理 事 業 補 助 金

家庭において、合併処理浄化槽を設置後に維持管理する経費の一部を補助する制度。
〈補助率１／２、上限３万〜５万円〉

〈産業環境課〉　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７

生ゴミ処理容器購入費補助金 生ゴミ処理機を購入する経費の一部を補助する制度。
〈補助率１/２ 限度額３万円〉

住 宅 リ フ ォ ー ム 補 助 金
町内に居住され、町税その他町の各種融資の償還について、滞納されていない世帯の世
帯主で、かつ、過年度にこの補助金を受けられてない方が、町内の業者を利用して住宅のリ
フォームを行う場合の補助金。５０万円以上の経費に対して１０％の補助。
〈上限２０万円〉

が ん ば る 商 店 応 援 補 助 金 多賀町の商店が店の設
しつら

え・迎
げい きゃく

客の装置・集客の装置の設置や改装・新規開業する際の補助金。
〈補助率１/２、 上限３００万円〉

パイプハウス設置事業補助金
野菜または花きを生産する農業者に農業振興のため、パイプハウスを設置する経費の一部
を補助する制度。
〈建設資材費の１/４以内の額〉

青 年 就 農 給 付 金
町内に居住する４５歳未満の者が新たに就農する際、今後、就農で生計が成り立つよう支援
する制度。
〈上限１５０万円(年)最長５年間。（前年の所得に応じて給付金額の変動有り）〉

住 宅 用 太 陽 光 発 電 設 備 等 
導 入 補 助 金

町内に居住し、町税等の滞納がなく、過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがな
い方。先着順。
〈太陽光発電システム、上限１０万円〉〈蓄電池、上限１０万円〉〈ＬＥＤ照明器具、上限５万円〉

多賀町産木材利用住宅促進事業
多賀町産の木材を利用して町内に住宅を新築される方に対する助成制度。多賀町産の木材
１㎥あたり２万円。
〈５㎥以上使用、上限３０万円〉多賀町産木材であることが証明され、年度内に完成することが
条件。

木 質 バ イ オ マ ス 燃 焼 機 器 
購 入 促 進 事 業

町内に居住または事務所を有する方が、ペレットストーブまたは薪ストーブを購入設置され
る際に経費の一部を助成する制度。
〈補助率１／３、上限１０万円〉年度内に設置することが条件。

多 賀 町 小 規 模 農 地 
獣 害 対 策 事 業 補 助 金

農作物の栽培の場と生きがいを守るために、耕作地等に設置する獣害防護柵の設置等に
要する経費の一部を補助する。高齢者（補助金を受けようとする年度において６５歳以上の
者）を含み、構成される世帯（ひとり暮らしの者も含む）は、５万円。
〈上記以外の世帯は２５,０００円〉

〈税務住民課〉　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４

人 間 ド ッ ク ・ 脳 ド ッ ク
検 診 費 用 助 成 制 度

多賀町国民健康保険の被保険者を対象に人間ドック・脳ドック検診費用の一部助成を行う　
（備考）詳細規定あり。
〈補助率１/２、上限２万円　毎年４月申請・受付（平成２７年度は受付終了）〉

福 祉 医 療 助 成 制 度 
「 子 育 て 応 援 医 療 費 助 成 」 町内在住の小中学生の医療費全額を助成する。（ただし、保険適用部分に限る）

税 の 前 納 報 奨 金 制 度 固定資産税の全期分を前納された場合の報奨金制度。２期の税額×０.３％×１５カ月。
〈上限２万円〉

〈教育総務課〉　（有）２-３７４６　（電）４８-８１２３

就 学 援 助 制 度 経済的な理由により義務教育における学用品・給食費等の負担が困難な保護者への支援制度。
〈随時受付（ただし、受付日以降の月額援助費の支給となる）、審査あり〉

特別支援教育就学奨励費補助金 障がいを持つ児童・生徒の保護者に対する学用品・給食費等の支援制度。
〈随時受付（ただし、受付日以降の月額援助費の支給となる）、審査あり〉

多 賀 町 育 英 資 金 制 度 経済的な事由により高等学校・大学等の就学に必要な自己負担経費の一部を補助する制度。
〈申請期間・審査あり。高校生月額７千円。大学等月額１万４千円〉

〈生涯学習課〉　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０

体育・スポーツ大会出場激励金
多賀町の体育・スポーツの水準向上を図るため、各種の体育・スポーツ大会滋賀県予選に
おいて優秀な成績をあげ、近畿大会や全国大会等に出場される選手または団体に対して激
励金を交付する制度。

〈その他〉

土 曜 講 座（ サ タ ス タ ） 
（ 学 校 教 育 課 ）

９月〜翌年３月（土曜・月３回）中学生の希望者を対象に塾講師による国語・数学・英語指
導。〈参加費無料（教材費は必要）〉
お問い合わせ　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３

中学生海外派遣研修事業補助金
（ 学 校 教 育 課 ）

中学生の希望者による海外派遣に関する自己負担経費の一部を町が補助する制度。
お問い合わせ　（有）２-３７４１　（電）４８-８１２３

愛 の り タ ク シ ー（ 企 画 課 ）各字の停留所から町内外の病院や買物施設などへタクシーを利用して、安価な費用で移動でき
る公共交通サービス。　お問い合わせ　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２

多 賀 町 暮 ら し 支 え 隊 
（ 福 祉 保 健 課 ）

高齢者、障がい者、子育て世帯に対して、日常生活でのちょっとした困りごとを地域の支え合
いによって解決する仕組み。　お問い合わせ　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５

フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ 
センター 事 業（ 福 祉 保 健 課 ）

湖東圏域（１市４町）で、育児援助を受けたい人と援助したい人が登録し、互いに助け合う会
員組織（ＮＰＯ法人保育サービスドリーム）に委託。登録が必要。
お問い合わせ　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５
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４月１８日

多賀三社まいりが開催されました！
今年も『あるいてまいろう多賀三社

まいり』が開催され、多くの方にご参
加いただきました。

歩くコースは、多賀大社前駅をス
タートし、胡宮神社、大滝神社、多賀
大社を巡るというものです。ガイドさ
んに付いていただき、多賀の自然を

満喫しながらの三社まいりは、皆さん
に満足していただけたようです。

また、お昼には多賀の旬の食材を
使った「多賀三社まいり弁当」や、もん
ぜん亭にて、手打ちの多賀そばを召
し上がっていただき、どちらも好評を
いただきました。

３月２２日

多賀町民グラウンドの整備が行われました！
多賀町軟式野球連盟の皆さんに

多賀町民グラウンドの整備をしてい
ただきました。今回は、１・３塁のダッ
グアウトの雨水の流入対策をしてい
ただきました。ここは、土砂の流出が
激しく、雨の多い時季には水没してお
り、その対策にいつも苦慮していまし
た。

今回の整備では、ダッグアウト前に

丸太を埋設し、隙間を埋め、土間をか
さ上げし、内部を転圧していただきま
した。協力し合い、手際良く進む作業
によって、ダッグアウト内は立派な空
間に生まれ変わりました。

年度末のお忙しい中にもかかわら
ずご協力いただいた皆さん、本当に
ありがとうございました！

３月７日

多賀ジュニアフットボールクラブスポーツ少年団「第１回多賀カップ」開催！
多賀ジュニアフットボールクラブス

ポーツ少年団主催のもと、サッカー
大会が開催されました。多賀町Ｂ＆Ｇ
海洋センター町民グラウンドを会場
とし、多賀町内と近隣市町の小学５・
６年生で構成される各６チーム、合計

１２チームが集いました。
寒空のもと、熱い戦いを経て、多賀

チームはいずれも４位という結果でし
た。

来年も、多くのチームを招いて開催
してくださることを期待しています！

４月１日

たがゆいちゃんへ特別住民票が交付されました！
多賀町制６０周年を記念して、マス

コットキャラクター「たがゆいちゃん」
を住民登録し、久保町長からたがゆ
いちゃんへ特別住民票が交付されま
した。これからも多賀町を盛り上げる
一員として、活躍を期待しています。
なお、この特別住民票は税務住民

課や川相出張所の窓口にて、無料で
発行します。お気軽に声をおかけくだ
さい。

４月１日

お子様のご出生をお祝いします
多賀町では、平成２７年４月１日以

降、本町に出生届けを提出され、新た
に本町の住民となられたお子様に出

生のお祝いとして多賀町産ヒノキで
つくられた「お食い初めセット」をお贈
りします。

３月１６日

「湖東の森
も り

林づくり自治体会合」が開催されました
多賀町高取山ふれあい公園におい

て、鈴鹿山系に近い湖東地域の２市
５町（彦根市、東近江市、日野町、愛荘
町、豊郷町、甲良町、多賀町）が、森林
管理や地元産木材利用について考え
る「湖東の森林づくり自治体会合」が
開催されました。平成２４年度に１市５
町で始まり、二回目の今回からは彦根
市も参加されました。

今回は、各市町において新築され
た木造公共施設に地元産の木材を利
用した取り組みの紹介や、今後、Ｊ-ク
レジット制度などの導入検討を行うこ
となどが確認されました。

最後に、①森林資源の賢明な利用、
②適正な森林管理の実現、③都市と

山村をつなぐ仕組みづくりを行動指
針とした「湖東の森林づくりに関する

共同宣言」が朗読され、今後に向けた
思いを共有されました。

１０カ月を迎えたお子様の写真です。
詳しくは企画課広報担当へお問い合わせください。

キラリとひかる

たが写真館★
★

★ ★ ★

土
つ ち だ

田　　楓
かえで

ちゃん片
か た や ま

山　結
ゆ い

咲ちゃん 岸
き し べ

邊野
の の か

乃花ちゃん

▲胡宮神社にて

▲整備作業のようす

▲多賀カップ写真

▲湖東の森林づくりに関する共同宣言

▲お食い初めセット

▲交付のようす
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企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

町民企画記念事業の募集
多賀町町制施行６０周年という記念を迎え、町の「新たなスタート」と位置付けることで　町民の多賀町に対する関心と

郷土への愛着心をさらに高めるきっかけとし、協働によるまちづくりを進め、町民自らが主体的に企画・実施する記念事業
を募集し、それに対して補助を行います。
対象事業■団体が実施する、町制６０周年にふさわしい

新規事業、もしくは既存事業の拡充事業。
（ここでいう団体とは、５人以上で構成し、内、町内在
住・在勤する方が半数以上を占め、町内で活動して
いる団体のことをいう。）

応募締切■〜５月１５日（金）
補助金額■補助対象経費の5分の4以内で、10万円を

限度とする。
応募方法■締切日までに、右記の書類を企画課へ直接

お持ちください。
（１）補助金交付申請書
（２）事業計画書
（３）収支予算書書
（４）団体調書

町民企画記念事業は、提出された書類をもとに選考
を行い、事業内容を総合的に審査し、補助の採否の決
定を行います。なお、採否の通知は５月下旬頃に行う予
定です。

詳しくはホームページをご覧いただくか、企画課までお問い合わせください。

多賀町立文化財センター （有）２-０３４８　（電）４８-２０７７　ｂｕｎｋａｚａｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀遺産フォトコンテスト 作品募集
多賀町町制６０周年を記念し、多賀町内の自然・風土・人を『遺産』として、「今の多賀の再発見と後世へメッセージを残

す」をテーマに、写真作品を募集し、写真展を開催します。

募集作品■多賀町内の風景（多賀町に関係する人・も
の なども可）

応募期間■９月１日〜１１月３０日
応募規定■・応募作品点数は１人１点とします。

・サイズは六切り（ワイド・Ａ４可）〜四つ切り
（ワイド可）
・カラー単写真で、一年以内の未発表作品に
限ります。

・作品の使用権は主催者に帰属し、入賞作品
は原則、返却しません。

・デジタル処理は不可とします。

提出方法■デジタル写真…２〜５ＭＢ程度で、ＪＰＥＧ形
式のデータをＣＤ-Ｒもしくはメールで提出。
紙焼き…ネガやポジフィルムでの提出。
（データ化し、返却します。）
作品…額またはパネルでの提出。（裏面に応
募票の添付をお願いします。）

※郵送いただく場合、送料はご負担いただきま
すよう、よろしくお願いします。

その他■応募されました作品は、すべてあけぼのパーク
多賀 ホールにて展示する予定です。

総務課　（有）２-２００１　（電）４８-８１２０　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

人事異動のお知らせ
多賀町役場職員の人事異動が、平成２７年４月１日付で発令されましたので、お知らせします。（　）は前任。

町長部局
課長級
福祉保健課長 福戸藤佐夫

（教育次長）

参事級
産業環境課参事 竹内　弘知

（滋賀県職員）

課長補佐級
産業環境課長補佐 野村　　博

（産業環境課係長）

企画課長補佐 岸本　雅嗣
（生涯学習課係長）

係長級
企画課係長 谷川　嘉崇

（生涯学習課係長）

総務課係長 寺西　宜久
（彦根愛知犬上広域行政組合派遣）

企画課係長 上野　俊治
（企画課主査）

滋賀県派遣（総務課係長） 藤本　和哉
（地域整備課主査）

福祉保健課係長 陌間　雅美
（福祉保健課主査）

一般職
産業環境課 森　　　久

（税務住民課）

税務住民課 北村　晃一
（福祉保健課）

地域整備課 清水　健次
（税務住民課）

税務住民課 栗林　修太
（産業環境課）

福祉保健課 西村　良健
（教育総務課）

教育委員会部局
課長級
教育次長 藤本　義孝

（教育総務課長）

教育総務課長 大岡　秀行
（企画課参事）

課長補佐級
生涯学習課長補佐 山本　豪一

（産業環境課長補佐）

係長級
生涯学習課係長 古川　将司

（総務課係長）

教諭・保育士（園長補佐級以上）
多賀ささゆり保育園長 大谷　修子

（たきのみや保育園長）

たきのみや保育園長 新谷　純子
（多賀ささゆり保育園長）

教諭・主任保育士（係長級）
多賀ささゆり保育園 岡田　有子

（大滝幼稚園）

大滝幼稚園 濱田　　愛
（多賀ささゆり保育園）

教諭・保育士
多賀ささゆり保育園 平島　美江

（多賀幼稚園）

たきのみや保育園 上田　陽菜
（多賀ささゆり保育園）

調理師
多賀小学校 島田　豊美

（大滝小学校）

大滝小学校 久保川成美
（多賀小学校）

新規採用
産業環境課 北川　友貴
教育総務課 窪田　早希
多賀ささゆり保育園 保育士 大辻　純平
多賀幼稚園 保育士 大西明日香
大滝小学校 調理師 西内佳代子
多賀小学校 調理師 近藤　雅史

退職
福祉保健課長 大谷　繁晴
多賀小学校 調理師 上田喜代子
多賀ささゆり保育園 保育士 冨田　直美
たきのみや保育園 保育士 中西　沙幸
多賀ささゆり保育園 保育士 玉井由希子
地域整備課 技師 吉村　清香

産業環境課 （農政）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｎｏｕｓｅｉ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

農業委員会だより
３月１２日に開催された委員会の審議内容です。

• 議案第１号　農地法第４条第１項の規定による農地転用許可申請について … １件
※自分の農地を農地以外に転用し、倉庫を建てるときなどに必要な申請です。
• 議案第２号　農地法第５条第１項の規定による農地転用許可申請について…２件
※他人の農地を賃貸や売買により農地以外に転用するときに必要な申請です。
• 議案第３号　農業経営基盤強化促進法第１８条の規定にもとづく農用地利用集積計画の決定について …６６件
※所有者と農地の貸し借り期間を設定して耕作する制度です。
• 報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による賃貸借の解除通知書の受理について…２２件
※農地の所有者と借り手の方で設定した利用権を解除した旨の報告です。
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主な具体的内容
全体 多目的な施設（講演会、コンサート、ダンスなどの軽スポーツが可能）とする

調理実習室
災害時に対応できる厨房とし、調理台、水まわりの間は広くとる

車両による材料等の搬入、搬出がしやすいよう配置する

和室 華道、茶道等の対応ができる１２畳程度の和室を１室設ける

図書室
地域の情報誌、広報、児童書、雑誌、漫画、新聞程度のものを設置する

自習室を兼ねる

児童室、託児、授乳コー
ナー

子育てサークル等が活動できる、現状の児童館を網羅し、必要な遊具・備品等の設置・収納スペー
スを確保する

死角をつくらず見守りができる構造とする

オムツ交換や乳児を寝かせることのできる機能を設ける

乳幼児のお漏らし対応を行うための簡易なシャワー設備を設ける

そのほかの部屋・空間 生涯学習関係団体の所有物の管理できるスペースを設置する

その他機能
ホール以外は原則下足で対応する

床および壁は、避難時を考慮した安全性の高い材質のものを使用する

ホール
災害時の一時避難所として利用可能な構造とする

音響効果に配慮する

ステージ

高さに配慮した固定式とする

舞台袖や舞台裏を設け、人の移動ができる構造とする

車いすも登壇できるようにする

座席
ホール前方に高齢者、車いす利用者、乳幼児等に対応できるスペースを設ける

可動式の椅子３００席を設置する。不足する座席はほかの部屋にて聴講できる環境で対応する

多賀町中央公民館整備検討委員会経過
開催日 内　　容

第１回 平成２６年８月５日 委員委嘱、委員長および副委員長の選出、現多賀町中央公民館の概要
および経過説明、委員会スケジュール

第２回 平成２６年８月２６日 多賀町生涯学習のあり方検討委員会における検討内容説明、中央公
民館の施設および敷地について

第３回 平成２６年９月１８日 中央公民館における機能等の検討

平成２６年１０月１５日 視察研修（米原市近江公民館、湖北公民館・湖北文化ホール）

第４回 平成２６年１０月２３日 中央公民館における機能等の検討（視察研修を終えて）

平成２６年１１月１１日 講評会（県立大学生による課題発表）

第５回 平成２６年１１月１８日 中央公民館における機能等の検討

第６回 平成２６年１２月１８日 中央公民館における機能等の検討、町民アンケート調査内容の検討

第７回 平成２７年１月２０日
意見交換（子育てサークル「パオパオ」、子育て支援サークル「たんぽ
ぽ」、社会福祉法人杉の子会　杉の子作業所）、中央公民館における機
能等の検討

第８回 平成２７年２月１８日 中央公民館における機能等の検討

第９回 平成２７年３月２５日 中央公民館の整備に対する委員意見の取りまとめ、意見提言

生涯学習課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町中央公民館整備検討委員会から町長へ
多賀町中央公民館の建て替えに関し、新施設の機能

や規模等の具体的な検討を行うため、町では昨年８月に
多賀町中央公民館整備検討委員会が設置され、全９回に
わたる会議の開催と視察等の実施を経て、平成２７年３
月２５日に松岡委員長から町長に委員会の意見書が手渡
されました。

本委員会では、建築における専門的な知識を取り入れ
るため滋賀県立大学に協力を求め、町民アンケート調査
や関係団体との意見交換を行い、また、同類施設の視察
も実施しながら議論が進められてきました。

その結果、取りまとめられた概要は次のとおりです。

　　　　

多賀町中央公民館の整備に関する基本的な考え方

（１）まちづくりの拠点施設であり、町民の憩いの場となりさまざまな活動に利用できる施設として整備
すべきである。

（２）災害時の拠点避難施設としての機能を併せ持ち、一時避難に対応できる施設とすべきである。
（３）多賀の資源を活用するため、構造は多賀産材・県産材を駆使した木造建築とし、再生可能エネル

ギーを活用し、環境や建設費、維持管理費に十分配慮した施設とすべきである。

今後、町では本委員会の意見を尊重しながら基本計画
を策定するとともに、設計業者の選定方法を検討・決定
し、平成２７年度内に基本設計業務を、平成２８年度内に
実施設計業務を終え、平成３０年度末の工事完了を目指

していきます。
引き続き、皆さんの中央公民館建設に対する深いご

理解とご協力をお願いします。　

▲松岡委員長から町長へ意見書の手渡し

▲検討委員会のようす ▲施設視察のようす
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企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

空き家住宅に関するお知らせ
空き家情報バンク制度

多賀町では各地域で年々空き家が増加しています。空
き家はそのまま放置すると朽ちていき、景観を損ねるだ
けでなく、倒壊の恐れが出てきます。
この制度は、空き家を地域の資源と捉え、空き家の有

効活用と定住促進による地域の活性化を図ることを目
的に、空き家所有者と利用希望者との橋渡しをするため
の制度です。当町では、本制度をより有効な制度とする
ため、宅地建物取引業者や建築士等の専門家で構成さ
れます一般社団法人地域再生プロジェクト『みなおし』と

協力し、５月から「空き家情報バンク制度」を実施します。
空き家の貸し借りや売買の交渉は、所有者と利用希

望者の当事者間または宅地建物取引業者の仲介でおこ
なっていただくことになります。

多賀町内に所有されている空き家を「貸したい」「売り
たい」とお考えの方は、ぜひ当制度への登録をお願いし
ます。登録の手続きは多賀町ホームページでも紹介して
いますが、企画課までご連絡いただければ書類を送付さ
せていただきます。

空き家活用促進奨励金
空き家の有効活用を通して多賀町への定住を促進す

るため、空き家情報バンク制度を利用して多賀町外から
町の山間部地域に移住定住される方に対し、予算の範囲
内において奨励金を交付します。

奨励金額■５０万円
別途若者世帯割増５０万円（夫もしくは妻のいずれか
一方が１８歳以上４０歳未満である夫婦世帯または中
学生以下の子を扶養する世帯）

空き家住宅除却支援事業
老朽化等により活用が見込めない空き家住宅について

は、安全・安心な住環境づくりを促進するため、空き家住
宅の所有者が町内業者に請け負わせる除却工事に対し、
予算の範囲内において補助金を交付します。（補助金の
交付決定前に着手した除却工事は対象となりません。）
補助対象住宅は次のいずれかに該当する住宅です。
１.除却工事を実施しようとする際に使用されておらず、

かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅
であって、その除却後の跡地を地元自治会へ１０年間
以上貸与または本町に寄付されるもの。

２.構造または設備が著しく不良であるため居住の用に
供することが著しく不適当な不良住宅（町職員が住宅

の不良度を評定し、合算した評点が１００点以上と判定
した住宅）

補助基本額
実際の除却工事に要する経費と国土交通大臣が定め
る標準除却工事費とを比較して、少ない方の額に８割
を乗じて得た額

補助金額
前述の補助基本額に２分の１を乗じて得た額以内と
し、５０万円を上限とする。

その他
事業の詳細や要件等につきましては、企画課へお問い
合わせください。

企画課　（有）２-２０１８　（電）４８-８１２２　ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

平成２７年度多賀町若者定住支援事業の申請受付を開始します!!
多賀町では住宅の新築や、親世代との多世代同居により多賀町に定住しようとする若者などを応援するため、取得され

た住宅に課税される固定資産税相当額（家屋分のみ）を３年間助成します。
申請は毎年度必要になり、申請期限を過ぎた場合は当該年度分の助成を受けられません。
必ず期限内に申請をお済ませください。

今年度の対象住宅（家屋）
１.平成２７年度から新たに固定資産税を課税された住宅
（新規申請分）
（平成２６年１月２日から平成２７年１月１日の間に取得
された住宅）

２.平成２５・２６年度から固定資産税を課税された住宅
（２・３年目申請分）

※平成２８年度以降に課税を受けることとなる住宅（平
成２７年１月２日以降に取得された住宅）については、
平成２８年度からの申請になります。

今年度の申請期間■１年間分の固定資産税を完納して
いただいた日から平成２８年３月３１日まで

※期別納付の方は４期分まで納付いただいてからの
申請となります。

助成額■対象住宅（家屋のみ）に課税される固定資産税
相当額（新築軽減適用後の額）を３年間助成します。
ただし、１年あたり１０万円を上限とします。また、対
象住宅の工事を町内建築業者が元請けでおこなっ
たときは１年目の申請時に限り、別途割増助成があ
ります。

申請方法■企画課（庁舎２階）へ必要書類を添え、申請し
てください。

※申請書等の様式については、企画課窓口または
多賀町のホームページから入手いただけます。 

（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔａｇａｔｏｗｎ.ｊｐ/ｃｏｎｔｅｎｔ/ｖｉｅｗ/５３６/２/）
詳細は企画課へお問い合わせください。

住まいの地震対策
私たちが住む滋賀県は琵琶湖西岸断層など複数の断層があり、いつ大地震が発生してもおかしくない状況にあります。

「住まいの耐震化」により被害を大幅に減らすことができます。ここでは、多賀町が取り組んでいる耐震についての事業
や制度をご紹介します。

多賀町木造住宅耐震診断員派遣事業
昭和５６年５月以前に建てられた住宅（旧基準木造住

宅）は、現在の基準に比べて低い耐震基準により建築さ
れているため、地震により大きな被害を受ける可能性が
あります。
多賀町では、地震に強いまちづくりを進めるために、

申請された方のご自宅等に滋賀県に登録された耐震診
断員を派遣して、専門家による木造住宅の無料耐震診断
を実施しています。（主に目視による診断です。）また、平
成２６年度から耐震診断を受診された際に耐震補強案を
作成し、概算の改修費用をお知らせする「木造住宅耐震
補強案作成業務」も併せて実施しております。（最低限の
費用を機械的に算出した参考資料であり、実際の工事費
とは異なります。）
診断実施戸数■５戸
受付期間■５月〜１０月末（申し込み数が実施戸数にな

り次第受付終了します。）

対象木造住宅（旧基準木造住宅）の要件
• 昭和５６年５月３１日以前に着工され、完成しているもの
• 延べ床面積の１／２以上が住宅として使われているもの
• 階数が２階以下かつ述べ床面積が３００㎡以下のもの
• 枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハ
ブ工法）でないもの

耐震改修、耐震シェルターに対する補助制度
耐震診断の結果、補強が必要であると診断された木

造住宅の耐震改修、または耐震改修と併せた地震災害
時の避難を容易にするバリアフリー改修にかかる費用の
一部を補助する「多賀町木造住宅耐震・バリアフリー改
修事業」や、地震による家屋の倒壊から生命を守るため、
安全な空間を比較的安価で確保できる耐震シェルター
や防災ベッドの設置に係る費用の一部を補助する事業
もございます。

詳細は企画課へお問い合わせください。

空き家
所有者

空き家
入居
希望者

多賀町（窓口） 利用登録
空き家の募集

登録申込み

現地調査

連絡・調整

契約交渉（直接・間接）

空き家情報の提供

連絡・調整

一般社団法人
地域再生プロジェクト
『みなおし』

宅地建物取引業者

仲介
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総務課（人権推進）　（有）２-２００１　（電）４８-８１２１　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

私たちに話してみませんか？ 
６月１日は「人権擁護委員の日」です

人権擁護委員法が昭和２４年６月１日に施行されたことを記念して、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」として、全国
一斉に特設人権相談所を開設しています。多賀町では、町長から推薦され法務大臣から委嘱をうけた４人の人権擁護委
員により、下記のとおり人権相談を実施します。

日時■６月１日（月）　９時〜１２時
場所■①多賀町総合福祉保健センター　ふれあいの郷

ボランティア室　（多賀町多賀２２１番地１）
②大滝林業技術研修センター　小会議室　（多
賀町富之尾１５８６番地４）

氏　名 住　所 電話番号 有　線

若林　幸雄 敏満寺１５８番地 ４８-００９１ ２-２８４５

西河　仲市 佐目５７２番地３ ４８-１６４７ ６-５０４０

藤澤　道子 樋田２０２番地 ４９-００３２ ５-５９１５

近藤　友子 久徳４８７番地１ ４８-１１４７ ３-３５８６

人権擁護委員は、まちの身近な相談パートナーです
女性・子ども・高齢者等をめぐる人権の問題や近隣

とのトラブルなど、身近なことで困っていることはあり
ませんか。皆さん
とともに問題解決
のための方法を考
えます。

相談は無料で、
秘密は守られま
す。お気軽にご相
談ください。

人権教室を終えて　　　人権擁護委員　近藤　友子

私たち人権擁護委員は、多賀小学校３年ろ組の皆さん
を対象に、初めての人権教室を開催しました。当初は１月
の保護者参観の日に予定しておりましたが、学級閉鎖と
なり、３月３日の開催となりました。

いじめを題材とした『白い魚とサメの子』の教材を使
い、プロジェクターで映像を映しながら人権擁護委員に
よる読み聞かせを行いました。主人公の白い魚が仲間は
ずれにされていたにもかかわらず「自分らしさ」について
考え、仲間はずれにした魚を助けます。「優しさ」や「思い
やりの心」について、クラスの子どもたちと一緒に考えま
した。また、クラスでこのようなことで悩んでいる人はい
ないかについても考えました。子どもたちは問いかけに
ハキハキと答えてくれ、大変楽しい授業となりました。

産業環境課 （環境）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

狂犬病予防注射はおすみですか？
飼い主には狂犬病予防法により、飼い犬の登録と狂犬

病予防注射を受けさせる義務があります。集合注射を受
けられなかった場合、各自で獣医師のもとへ行き、個別
注射を受けさせなければいけません。５月にも集合注射
を設けておりますので、４月の集合注射に来られなかっ
た方はぜひご利用ください。

日時■５月１１日（月）
１３時３０分〜１４時３０分　多賀町役場

新規登録手数料■３,０００円／頭
狂犬病予防注射等手数料（集合）■３,４００円／頭

税務住民課（住民）　（有）２-２０３１　（電）４８-８１１４　ｊｙｕｍｉｎ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
日本年金機構　彦根年金事務所　国民年金課　（電）２３-１１１４
滋賀県国民年金基金　（電）０７７-５２５-９８２１

国民年金保険料を免除されている皆さんへ！  
追納制度をお勧めします！

保険料免除・学生納付特例・若年者納付猶予の承認
を受けた期間は、そのままにされると保険料を納付して
いた期間に比べ、将来支給される老齢基礎年金の受給
権が少なくなります。

そのため、国民年金には１０年以内であれば、さかの
ぼって保険料を納付することができる「追納制度」があり
ます。追納されると、その期間は保険料納付済期間とな

り、当初から保険料の納付があった場合と同じ扱いにな
ります。満額の老齢基礎年金を受給するためにも、追納
をお勧めします。

なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度
目からは、当時の保険料に加算金がつきます。

お問い合わせは、お近くの年金事務所国民年金課ま
でお願いします。

老後の安心に国民年金基金
国民年金基金は基礎年金に上乗せをする自営業者等

第１号被保険者のための年金制度です。掛金は、全額社
会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が安くな
ります。基本は、終身年金なので一生涯お受け取りにな
れます。受け取り期間が決まっている確定年金もありま
す。また、万一の時には、ご家族に遺族一時金が支給され
ます。（保証期間付のタイプに限ります。）

お問い合わせや資料請求は滋賀県国民年金基金まで

お願いします。
なお、ご希望の方には、訪問のうえ、直接説明すること

もできます。
滋賀県国民年金基金
〒５２０-００５１　大津市梅林１-３-１０　滋賀ビル７階
滋賀県国民年金基金　 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｈｉｇａ-ｋｉｋｉｎ.ｏｒ.ｊｐ
フリーダイヤル　０１２０-６５-４１９２
携帯からおかけの場合　０７７-５２５-９８２１

総務課（交通安全）　（有）２-２００１　（電）４８-８１２１　ｓｏｕｍｕ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

５月１１日（月）〜５月２０日（水）までの１０日間は 
春の全国交通安全運動期間です。

• 交差点ではしっかりと安全確認をしましょう。
• 夕暮れ時、夜間は反射材を着用しましょう。

• 夜間のライトは基本的にハイビームにしましょう。
• シートベルト、チャイルドシートを必ず着用しましょう。

運動の基本
子どもと高齢者の交通事故防止
〜キラリ輝くおうみ交通マナー〜

運動の重点
①自転車の安全利用の推進
②すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

③飲酒運転の根絶

平成２７年度 滋賀県交通安
全スローガン
• 自転車に　免許はなくても　ルールあり
• 反射材　つけて守ろう　その命
• 「無事故でね」　湖国に響けよ　合言葉

▲人権教室のようす

▲人権イメージキャラクター
人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

広報たが 2015年５月号

15
広報たが 2015年５月号

14

人権／人権擁護委員／狂犬病予防注射ねんきんだより／春の全国交通安全運動



生涯学習課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

学校支援ボランティアだより
地域の力を学校へ！ 皆さんのご協力をお願いします！
２月から今年度の新規ボランティアさんを募集しています。すでに７人の方から新たにご登録いただいています。年を

経るごとに学校や園からの支援依頼が増え、内容も多岐にわたっています。
児童たちの元気に学ぶ姿を見ながら、ボランティア活動をしてみませんか？ ボランティアにはいつでも登録できます。

お気軽にお問い合せください。

お礼の冊子をいただきました
多賀小学校の児童の皆さんから、朝の読み聞かせの

ボランティアをしていただいた１１人の方へ、お礼の冊子
をいただきました。児童の皆さんからの思いの詰まった
お礼の言葉に、ボランティアの皆さんも喜んでおられま
した。１年間ご協力いただきありがとうございました。

意見交換会を行いました
３月２４日にあけぼのパーク多賀で、小学校や幼稚

園・保育園で読み聞かせをしていただいているボラン
ティアさんと、学校や幼稚園・保育園の先生方にご参
加いただき、昨年度の活動の振り返りと意見交換会を
行いました。

意見交換の中で、皆さんから「以前に比べて集中して聞
いてくれるようになった」、「子どもと一緒に自分も絵本の
世界に浸れる」などの感想が出されました。また、先生方
からも「図書室で借りる本の冊数が増えた」、「地域の方の
声で本を読んでいただくことで、子どもたちも豊かな感
情を持つことができる」など、読み聞かせの効果について
お話いただきました。これらの意見を参考に、子どもや学

校・園、ボランティアさんにとってより良い読み聞かせ活
動となるよう、改善していきたいと思います。

彦根市消防署　犬上分署　（電）３８-３１３０

住宅用火災警報器について
火災警報器が鳴った時の正しい対処方法
○住宅用火災警報器が鳴ったとき

鳴った場所を確認して、火災であれ
ばすぐに１１９番通報し、身の安全が
確保できれば初期消火を、できなけ
ればすぐに避難してください。
○調理時の湯気や煙で誤って作動し
たとき

室内を換気すると警報音は止まり、
通常の状態に戻ります。警報音停止

ボタンを押しても警報は止まります
が、煙や湯気がそのままですと再度
鳴動しますので、このような場合は換
気することが必要です。
○短い音が一定の間隔で鳴るとき
これは電池切れの警告音です。電

池を新しいものに交換するか、機器ご
と交換する機種の場合は、新しい警
報器に交換してください。

火災警報器の維持管理の方法
設置後は、必ず定期的に作動テスト

をしましょう。
作動テストをした結果、警報音が鳴

れば正常です。鳴らない時は、電池が
きちんとセットされていなかったり、
電池切れの場合がありますので、電
池を新しいものに交換しましょう。そ
れでも鳴らないときは、故障が考えら
れます。

地域整備課（治水）　（有）２-２０２０　（電）４８-８１１９　ｄａｍ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

地域支え合い健康長寿たがのまちモデル事業 

山
や ま し た

下　政
ま さ み つ

満隊員

先日、水谷が「地域支え合い健康長寿たがのまちモデ
ル事業」のモデル地区に選ばれました。これを機に一時
的なものではなく、継続可能な活動をすることが重要と
考え、始めたことは「毎週決まった曜日に集まること」、こ
れだけです。
なにをするかは当日またはそのつど考える。主宰者、

参加者という立場はなく、住民一人ひとりが主体とな
る。参加するのも、強制はなし。時間が許す限り、自由に
参加してもらう。お茶が飲みたいと思ったら、自分でお
茶を入れる。ゆる〜くゆる〜くで、始めてみました。これ
で本当に大丈夫なのか？ 実際にどうなるか分かりませ
んでしたが、蓋を開けてみると、なんと出席率は９割を
越えました。

今は毎回、血圧を測って、みんなで「はつらつ御利益体
操」をおこなっています。また、豆をひくところからコー
ヒーを入れたり、公民館にツツジの木を植えたりもしまし
た。先日は「水谷おしえて会」にてワークショップを行いま
した。昔話に花が咲き、途中で切り上げないといけない
ほど盛り上がりました。

実際に動き始めてみると、今日はなにをしようか？ と
悩むこともありませんでした。これから暖かくなれば、そ
ば打ちやバーベキューなども予定しています。ただ遊ん

でいるようにも見えますが、まずは『楽しむ』ということが
重要だと思います。毎週集まることで安否確認にもなり
ますし、集まるだけで活気が生まれ、そこから何かが始ま
ります。難しく考えず、まずは集まってみる。
しかし、水谷はほぼ全員が高齢者だといっても過言で

はない状況です。まだまだ元気な方ばかりですが、これ
から１０年、２０年先のことも考える必要があるのかもし
れません。私は一年前の水谷しか知りませんが、少しず
つ前向きな変化を実感しています。

地域おこし協力隊の活動に正解も定石もありません
し、また専門家や資格も存在しません。ただ、都会（私の
場合は大阪）から来た一人の人間が、試行錯誤を繰り返
し、学びながら進んでいるところです。また、地域おこし
という活動の中で『協力隊』という存在は、最初の第一
歩、起爆剤の一つでしかないと考えています。決して責
任放棄しているわけではありませんが、一人でできる活
動でもありません。地域住民の方全員が、それぞれの立
場で協力隊の活動を応援してくださる水谷に来てよかっ
たと実感しています。今年はさらに加速度的な変化を実
感できるのでは？ とワクワクしています。

今後ともご声援、よろしくお願いします。

地域おこし協力隊の活動をホームページで発信しています。下記のアドレスからご覧ください。

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｕｉｄａｎｉ.ｎｅｔ/

▲お礼の冊子

▲意見交換会のようす

▲血圧計測と「はつらつ御利益体操」 ▲ツツジの植栽
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多賀町地域包括支援センター（福祉保健課内）　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
こんにちは保健師です

介護予防教室の参加者を募集します！
皆さんは「つまずきやすい」「転びそうで不安」になっ

ていませんか？ 高齢期に足腰が衰えるのは、自然な老
化以上に、使わないことにより、体がなまってしまうこと
が大きな要因となっています。足腰の力が衰えると動き
づらくなり、つまずいたり、転んだり、骨折もしやすくなり
ます。

多賀町では、高齢者の皆さんが、いつまでもいきいき
と自分らしく元気に暮らしてもらえるように、介護予防教
室を開催しています。平成２７年度の前期は、７月から始
まり、後期は１０月から始まります。

教室に参加したことをきっかけに、自宅でも毎日筋力
アップの体操を続けることができ、教室終了時の体力測
定ではほとんどの方の成績が改善され、元気を取り戻さ
れました。

皆さん一緒に転びにくい体を手に入れ、心も体も元気
に過ごしましょう。ご参加お待ちしております。

対象者■平成２７年４月に、提出いただいた介護予防基
本チェックリストをもとに、介護予防教室に参加され
た方がよいと判定された方。（※運動の制限がある
方は、参加できない場合があります。）

昨年の介護予防教室に参加された方の姿勢の変化

背すじがすっと伸びて、きれいな姿勢になりました！

「体調がよくなり、足の痛みが軽くなった。やはり体を
動かすことが大事だと思う。」とのご感想をいただきまし
た。ほかにも、今までに介護予防教室に参加された皆さ
んの声をご紹介します。

• 歩ける距離が長くなった。
• 足腰の痛みがありますが、仲間の皆さんと体操
をしていると忘れてしまいます。

• 姿勢が良くなって、身長が伸びました。
• 体が軽くなり、動きやすくなった。
　など

福祉保健課　（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５　ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
多賀民児協だより

民生委員・児童委員　ー 心のふれあいを大切に ー

☆今回はご家族の方と一緒に、子どもたちにも読んでいただきたいです
心のとびら
みなさんは、心にとびらがあることを知っていますか。
どんな人にも心にとびらがあるのです。しかも、そのと

びらには取っ手がついていないのです。外から開けよう
としても絶対に開かないとびらなのです。だから一度閉
ざされると、外からどんな強い力で開けようとしても開
かないのです。たたいても、怒鳴っても絶対だめなので
す。

人はどんなときに、固く心のとびらを閉ざしてしまうの
でしょうか。それは友だちからいじめられたり仲間はずれ
にされたりして、人が信じられなくなったときではないで
しょうか。

では、どうしたら心のとびらは開くのでしょうか。実は
心のとびらは内側からは開くようになっているのです。
心のとびらが開くようすは、ちょうどお日さまの暖かさに
花が開くのに似ています。

心のとびらを閉ざしてしまったお友だちには、お日さま
の暖かさが必要なのです。では、お日さまの暖かさって
なんでしょう。

みなさんはイソップ物語の『北風と太陽』のお話を
知っていますね。人の心のとびらを開くのは、このお話に
似ています。お日さまのような暖かさとは、友だちの思
いやりや優しいことばではないでしょうか。

心のとびらを閉ざしたままでは、友だちもできません
し、楽しい生活もできません。決して幸せになれないと
思います。

あなたの心はあなただけの宝物ですが、それは友だ
ちや先生、お父さん、お母さんの温かい心や、優しいこと
ばにふれたときに初めてとびらが開き、宝物のように輝
くのです。

太陽のような「優しさがふりそそぐ多賀のまち」が私
たちの理想です。

産業環境課 （環境）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

緑のカーテン栽培講習会の受講者を募集します！
緑のカーテンとは、単年性のつる性植物（ゴーヤ、アサ

ガオなど）を使い、直射日光からの日よけと葉っぱからの
蒸散作用によって、室内温度を下げ、快適な空間をもた
らすものです。

湖東地域では、温暖化対策の取り組みとして緑のカー
テンづくりを応援します。

今年度も昨年度と同様に、湖東定住自立圏での１市４
町で開催します。

内容■苗の育て方、設置方法など
参加費■無料
募集締切■それぞれの日程の２日前までに、問い合わせ

先まで申し込みをお願いします。（受付は平日８時
３０分〜１７時１５分）

※受講者にはゴーヤの苗をプレゼントします！
お問い合わせ■ 多賀町 産業環境課 （電）４８-８１１８ （Ｆ）４８-０５９４
  彦根市 生活環境課 （電）３０-６１１６ （Ｆ）２７-０３９５

▲教室のようす

運動前
（７月８日）

運動後
（9月16日）

日時 場所 人数

５月１０日（日） ９時〜１２時 豊郷町隣保館 ３０人

５月１７日（日） ９時〜１２時 彦根市人権・福祉交流
会館 多目的ルーム ５０人

５月２３日（土） ９時〜１２時 甲良町公民館 ３０人

６月 ６ 日（土）１３時３０分〜
１４時３０分

滋賀県立大学
（湖風夏祭会場） ３０人

▲昨年の多賀町内での栽培のようす
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活動報告

貸出３００万冊突破！！
３月１９日に開館からの総貸し出し点数が３００万点を

突破しました。記念すべき３００万冊目の利用者は
多賀町にお住いの林寿美子さんと孫の美波ちゃんで

した。お二人には円城寺教育長より記念品の贈呈があり
ました。ご利用いただいているみなさんありがとうござ
いました。今後も『暮らしの中に図書館を』を合言葉に、
より良いサービスを目指してまいります。

「日本の図書館　統計と名簿２０１４」に見る多賀町立図書館
３月に「日本の図書館　統計と名簿２０１４」（社団法人　日本図書館協会 編）が発行されました。同書によると２０１４

年４月１日現在の調査で人口８,０００人未満の図書館のうち、貸出し冊数は多賀町の１３,３００点が第１位、また人口
１２,０００人未満の図書館２１４館の中でも第１位でした。

平成２６年度 
第２回多賀町子ども読書活動推進委員会報告

去る３月１６日に標記の委員会が開催されました。各
委員からは平成２６年４月に策定された第二次多賀町子
どもの読書活動推進計画に基づき、一年間の活動実績
や報告がなされました。成果はもとより、反省点や改善
点を踏まえ今後も多賀町全体で子どもの読書活動を支
えられるような取り組みを続けていきます。

絵本が探しやすくなりました！
日頃より、ボランティアで図書館の運営を支えてくだ

さっている図書館応援団の方にお手伝いいただき、絵本
の見出しを細分化しました。タイトル順に並んでいる絵
本の背表紙にあるラベルと同じ差し込みを細かく入れ
ていただき、読みたい絵本が数段探しやすくなっていま
す。図書館にお越しの際はぜひご覧ください。

ご案内

ふるさとを描く絵画展
出展■礒

い そ  の

野　公
き み  こ

子さん（多賀町出身）

期間■５月１日（金）〜２２日（金）
会場■あけぼのパーク多賀　ホール

かやぶき民家原画展
出展■内

な い  と う

藤　東
と う  よ う

陽さん
期間■５月２日（土）〜１０日（日）
会場■図書館　対面朗読室

切り絵と木彫りの作品展
出展■多賀町シルバー人材センター
期間■５月２６日（火）〜６月２１日（日）
会場■図書館　対面朗読室

多賀町立図書館　（有）２-１１４２　（電）４８-１１４２　ｔｏｓｈｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

多賀町立図書館　カレンダー　　（■…休館日）

５月の休館

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

※１２日（火）は特別休館します。
※２８日（木）は月末整理休館です。

６月の休館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

※２５日（木）は月末整理休館です。

お知らせ

多賀町立図書館応援団の募集
本のカバーかけや修理、書庫の整理などをおこなって

います。特別な技術はいりません。
日時■５月９日（土）　１３時３０分〜（毎月第２土曜日）
場所■あけぼのパーク多賀　図書館内
対象■中学生以上の方

移動図書館「さんさん号」巡回日変更
４月から、移動図書館「さんさん号」の巡回曜日が下記

のとおり変更になりました。
貸出期間は今まで通り次の巡回日までです。
皆さんのご利用をお待ちしています。

移動図書館『さんさん号』巡回のお知らせ

５月 ６月 巡　回　場　所 　・ 　駐　車　時　間

第１水曜日 ６日 ３日

川相
（みなさまの店
くぼさん駐車場）

１３：１５〜１３：４０

多賀清流の里
（玄関前）

１４：００〜１４：４０

Ａコース
(大滝）

第１木曜日
７日 ４日

大滝小学校
（渡り廊下）

１２：５０〜１３：３０

大滝幼稚園
（駐車場）

１４：００〜１４：３０

藤瀬
（草の根ハウス前）
１５：００〜１５：３０

たきのみや保育園
（玄関前）

１５：５０〜１６：２０

Ｂコース
(多賀)

第２水曜日
１３日 １０日

多賀小学校
（玄関前）

１３：００〜１３：３５

多賀幼稚園
（運動場）

１４：００〜１４：３０

犬上ハートフル
センター(玄関前)
１４：４０〜１５：２０

多賀ささゆり保育園
（玄関前）

１５：５５〜１６：２５

※利用カード、本ともに図書館と共通です。返却日は次の巡回日です。
※天候等の都合で巡回中止になる場合があります。
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Ｂ＆Ｇ海洋センター　（有）２-１６２５　（電）４８-１６２５　ｂ-ｇ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ
生涯学習課　（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０　ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

「ディスコン体験教室」開催のご案内
６月７日（日）に多賀町体育協会主催

による「ディスコン体験教室」が多賀
町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館にて開
催されます。この競技は、１チーム３
人で、３ｍ×１０ｍのコートの中でディ
スクを投げ合い、目標のポイントにど
ちらが近づいているかを競うもので

す。オリンピックでも注目された「カー
リング」に似たニュースポーツです。

ご近所のお友だちやご家族とご一
緒に、また、１人からも参加できます。
お問い合わせ■多賀町体育協会事

務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター
内）

「多賀町スポーツ少年団入団式・交流会」で待ってます！
６月１４日（日）に「平成２７年度多賀

町スポーツ少年団入団式・交流会」
が滝の宮スポーツ公園で開催されま
す。スポーツ少年団７団体の団員と当
日参加者が一緒にレクレーション等を
楽しみます。最後には、お楽しみ抽選
会もありますよ。
この日は団の垣根を越えて、たくさ

んのお友だちと交流を深めましょう！

お問い合わせ■多賀町スポーツ少年
団事務局（多賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター内）

「マリンスポーツ体験教室」参加者募集中！
皆さんは「カヌー」というパドルで

水をかいて進む小型船舶をご存じで
すか？ 現在、人気のアウトドアスポー
ツとして注目を浴びています。そのカ
ヌーやヨットを多賀町でも体験できる
のをご存じですか？ 水上で自然を、
風を感じながら楽しめるのも醍醐味
の一つです。

受講者は、最初は少し緊張されて
いますが、しばらく漕いでいるとスゥ

〜と滑らかに進んでおられます。競争
したり、ただプカプカと浮いているだ
けでも楽しいものです。ご家族での
受講も大歓迎ですよ！

今年の夏（7月）のイベントに、ぜ
ひ、この体験教室を加えてください。
お問い合わせ
生涯学習課

（有）２-３７４０　（電）４８-８１３０
ｓ-ｅｄ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

スポーツ推進委員かわらばん『自宅でゴロゴロ簡単ストレッチ！』
運動不足だと、何かと体を動かすこ

とばかり考えてしまいますが、それが
ストレスになってしまっては元も子も
ありません。こんな時は、部屋でゴロ
ゴロしながらできる股関節ストレッチ
なんていかがですか？
１.ベッドなどの少し柔らかい物の上で

うつ伏せになり、両足をそろえてヒ

ザを曲げます。両手はオデコの下
に、肩と首に力が入らないよう気を
付けましょう。

２.息を吐きながら、曲げた両脚をそろ
えたまま右にゆっくり倒し、続けて
息を吸いながら、元の位置まで戻し
ます。

３.今度は反対に、息を吐きながら左に

ゆっくり倒し、息を吸いながら元の
位置まで戻します。
この動きを、左右交互に１０回ず

つ、合計２０回ほど行います。
とても簡単な動きで股関節周りが

ほぐれて足が軽くなりますよ。５月は
過ごしやすい季節です。足が軽くなれ
ば散歩も楽しくなりますね♪

多賀町立博物館　（有）２-２０７７　（電）４８-２０７７　（Ｆ）４８-８０５５　ｍｕｓｅｕｍ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

発掘体験

第２回　親子化石発掘体験
粘土ブロックを割って、化石を探しましょう！ 植物や昆

虫、貝の化石、魚の咽
い ん

頭
と う

歯
し

などが見つかるかもしれません。
日時■６月６日（土）　１４時〜１６時
場所■あけぼのパーク多賀　公園・大会議室
定員■２０人（定員になり次第、締め切ります）
参加費■２００円（保険料等）
申し込み■電話または博物館カウンターまで。

観察会

第２回　多賀の花の観察会
今回は「大君ケ畑の新緑」をテーマに観察会を実施し

ます。心地良い新緑の中を、みんなで散策しましょう。
日時■５月２１日（木）　９時３０分集合
集合場所■多賀町立博物館駐車場
参加費■１００円（保険料）
※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でおこし
ください。

観察会

町制６０周年記念事業　大君ケ畑の花ごよみ観察会
皆さんは、かつて大君ケ畑分校で「大君ケ畑の花ごよ

み」という自然学習が取り組まれていたことをご存じで
すか？ 昭和４６年度から平成７年度まで、毎年行われて
いたこの花ごよみには、当時の自然の様子が詳細に記録
されており、多賀町にとって、とても貴重な資料となって
います。今回の観察会では、この「大君ケ畑の花ごよみ」
で、調査していた道を再び歩き、その自然がどのように
変化したのかを見てみたいと思います。最後の花ごよみ
から２０年。過去と現在の自然を見比べて、これからの多
賀町の自然について一緒に考えてみませんか？
日時■５月３１日（日）　９時３０分集合
集合場所■大君ケ畑体育館　グラウンド
参加費■１００円（保険料）

※申し込みは不要です。当日、動きやすい服装でおこし
ください。

多賀町古代ゾウ発掘プロジェクトニュース２０１５① 〜第三次発掘調査終了〜
３月１４日から始まった「多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト第三次発掘

調査」は、４月１２日に、無事終了しました。第一次から第三次までのすべ
ての調査に参加してくれた方も、今回初めて参加された方も、みんなで
楽しく発掘することができました。どんな化石が見つかったのか、今年度
もニュースとして少しずつご紹介していきますので、楽しみにしていてく
ださい。

▲昨年のようす ▲観察会のようす

▲季節の植物を標本にしていました

▲昨年のようす

▲昨年のようす

▲教室のようす
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手話奉仕員養成講座後期（基礎）の受講者募集
聴覚障がいのある方のコミュニ

ケーションの円滑化を支援するため、
障がい者福祉の概要や手話通訳の
基礎的な事項について理解し、手話
で自分の考えや意見を十分に伝えら
れ、聴覚障がいのある方と自由に会
話ができる手話奉仕員を養成します。
対象者■手話入門講座前期（入門）修了

者で、手話の学習または活動を継続
している者、または手話サークル等
での活動歴が２年以上で簡単な日常
会話が手話によって可能な者であっ

て、以下のいずれにも該当する方。
• 原則として、全課程が履修できる方
• １８歳以上（高校生は除く）で多
賀町に在住または多賀町内に通
勤もしくは通学している方

定員■愛知・犬上郡内で１０人（申し込
み多数の場合は、抽選になります。）

期間■６月４日（木）〜平成２８年３月１０
日（木）（原則毎週木曜日で全２７回。
月によって実施回数が異なります）

時間■１９時〜２１時
場所■彦根市障害者福祉センター　

多目的室
受講料およびテキスト■無料。ただ

し、教材費テキストの３,２４０円
は、実費負担です。

申込期間■５月１日（金）〜５月１５日（金）
その他■２７講座のうち、８割以上出

席された方には修了証書を授与
します。都合により、日程や会場
を変更する場合があります。

お問い合わせ・お申し込み
福祉保健課

（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５

ゴールデンウィークの救急医療について
彦根休日急病診療所
日曜日や祝日に診療をおこなって

いる医療機関です。
診察日■４月２９日（水・祝）、５月３日（日・祝）、

４日（月・祝）、５日（火・祝）６日（水・振替休日）
医療時間■１０時〜１９時（受付は１８

時３０分まで）
診療科目■内科、小児科
お問い合わせ
彦根休日急病診療所
彦根市八坂町１９００番地４（彦根市立
病院敷地内 くすのきセンター １階）

（電）２２-１１１９

歯科当番医
彦根歯科医師会では、ゴールデンウィークの平成２７年５月３日（日・祝）〜５

月５日（火・祝）の間、次の歯科医院が当番医として診療されます。

月日 医院名 診療時間 住所 電話番号

５月３日（日・祝） 島野修歯科医院

９時００分
〜

１５時３０分

彦根市中藪１丁目１-１０ ２６-１８２５

５月４日（月・祝） 吉田歯科医院 彦根市芹川町１４６３-１１ ２４-２７００

５月５日（火・祝） 今村歯科医院 彦根市高宮町２０００ ２２-０７２４

救急医療案内
救急医療情報システム（彦根市・犬上郡域）　（電）２３-３７９９

憲法週間記念行事のおしらせ
刑事事件についての相談窓口の開設
日時■５月７日（木）　９時〜１７時
場所■大津地方検察庁
お問い合わせ・お申し込み
大津地方検察庁 検察広報官　（電）０７７-５２７-５１４４

人権相談窓口の開設
日時■５月７日（木）　８時３０分〜１７時１５分
場所■大津地方法務局
お問い合わせ・お申し込み
大津地方法務局 人権擁護課　（電）０７７-５２２-４６７３

産業環境課（環境）　（有）２-２０３０　（電）４８-８１１７　ｋａｎｋｙｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

資源回収のお知らせ
実施団体 実施日 実施場所 回収品目

たきのみや保育園 ５月２４日（日） 富之尾バス停ロータリー 新聞、雑誌、ダンボール、古着、アルミ缶

資源回収のルール…必ずお守りく
ださい！！
★分別を徹底してください。

新聞… 新聞、折込チラシをひもで
縛る。

雑誌… 書籍、パンフレット、封筒、包
装紙等をひもで縛る。

ダンボ ール…ダンボール、お菓子・
ティッシュなどの紙箱をひも
で縛る。

★窓明き封筒、感熱・感光紙、複写
紙、ワックス加工紙（紙コップ・皿）
等は出せません。

★古着は古着（学生服を除く）のみで
布団、毛布類、カーテン、タオル等

は出せません。
★古着は中身の見えるビニール袋に

入れてください。
詳しくは、各団体から配布されるチ

ラシをご覧ください。
町内の方ならどなたでも持ち込み

可能です。この機会にぜひお出しくだ
さい。

保育士再就職研修会の開催
保育士資格をお持ちの方で、現在、

保育士として就業していない方に、最
新の保育事情や実技を学んでいただ
き、保育職場への復帰を支援します。
日時■（全４回）５月２１日（木）、２８日

（木）、６月４日（木）　１３時３０分〜
１６時３０分
６月１１日（木）午前（保育園見学）

会場■滋賀マザーズジョブステーショ
ン・草津駅前（草津市大路１-１-
１ ガーデンシティ草津（エルティ
９３２） ３階）

対象者■保育士資格をお持ちで、県
内の保育施設への就職・再就職
を希望される方

定員■１５人（先着順）
参加費■無料
申込方法■電話もしくはＦＡＸ
申込締切■５月１５日（金）

基本的には４回連続講座（４日目
は保育園見学）ですが、いずれか
の講座のみの受講も可能です。
託児をご希望の方はご相談くだ
さい。

お問い合わせ
滋賀県保育士・保育所支援セン
ター　（一社）滋賀県保育協議会
（電）０７７-５１６-９０９０
（Ｆ）０７７-５２１-２１１７
ｈｔｔｐ://ｓｈｉｇａ-ｈｏｉｋｕｋｙｏ.ｊｐ

全国戦没者追悼式への参列者募集
日本武道館（東京都）で開催予定の

全国戦没者追悼式に参列されるご遺
族を募集します。（８月１４日〜１５日、
１泊２日の団体行動ができる方）
対象者■戦没者（原爆、一般戦災死没

者を含む）の原則として配偶者、
子、父母、兄弟姉妹、孫で県内在
住の方。（介助者の同行可）原則
１柱１回ですが、２回目の参加を
希望される場合は下記までお問
い合わせください。（２回目の方
は、交通費、宿泊費などの参加
費用をご負担願う場合がありま
す。）

募集人数■５０人程度（応募多数の場
合は抽選とします。また、選考結
果は６月下旬に通知します。）

参加費■５,０００円程度（介助者の参
加費用（交通費、宿泊費など）は
自己負担となります。）

募集期間■５月１日〜５月３１日（当日
消印有効）

応募方法■はがきに①参加希望者
の住所、郵便番号、氏名（ふりが
な）、生年月日、性別、戦没者との
続柄、電話番号、介助者の要・不
要②戦没者の氏名（ふりがな）、
戦没時の本籍都道府県名、陸
軍・海軍の別を記入して下記ま
で郵送ください。

お問い合わせ
〒５２０-８５７７　大津市京町四丁目１-１
健康福祉政策課　保護・援護担当
（電）０７７-５２８-３５１４

身体障がい者相談員による「身体障がい相談」を行います
身体障がい者相談員は、身体障が

いのある方からの日常の相談に応じ
たり、相談の内容によっては関係機関
に連絡をとるなど、必要な指導や助言
を行うため、また、地域福祉活動の中
核となって障がい者福祉の向上を目
指すために、町から委託しています。
障がい者の立場で、就職・結婚に関
することなど、さまざまな相談を受け
ていただけます。

ぜひご来所ください。
相談日■５月２３日（土）

１３時３０分〜１６時
会場■多賀町総合福祉保健センター

　ふれあいの郷 ボランティア室
相談員■身体障がい者相談員
お問い合わせ
福祉保健課
（有）２-２０２１　（電）４８-８１１５

農業委員会開催
のお知らせ
日時■５月１２日（火）

１４時〜
場所■役場２階

大会議室
お問い合わせ
産業環境課

（有）２-２０３０
（電）４８-８１１７

よろず相談
今月の相談日■５月１８日（月）
来月の相談日■６月１６日（火）
時間■いずれも９時〜１１時３０分
場所■多賀町総合福祉保健センター

ふれあいの郷　ボランティア室
お問い合わせ
多賀町社会福祉協議会
（有）２-２０３９　（電）４８-８１２７
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おたのしみ クロスワード

☆特記のない場合、
会場は「多賀町総合
福祉保健センター
ふれあいの郷」です。

福祉保健課
（有）2-2021

（電）48-8115
fukushi@town.taga.lg.jp

ヨコのカギ
①ｐ.６。出生のお祝いに○○○○○セットをお贈
りします。

②マグロの部位の中で、脂質分が多い腹身のこ
と。

③この、○○、あの、どの。
④ｐ.１４。春の全国○○○○安全運動が始まりま
す。

⑤ｐ.４。育児支援助成金は、育児に必要な紙おむ
つや○○○○○の費用の一部を助成します。

タテのカギ
①キャンディーズの有名曲。年下の○○○○
○。

⑥良い経験となって後に活きてくる。「若い
時の○○○は買ってでもしろ」

⑦蕾（読み方）。
⑧地球の大気中で、オ○ン濃度が高いところ
を言う。オ○ン○○。

⑨一度や二度では当てにならない。三度○○
正直。

⑩○○、海、空。

クロスワードを回答して、二重枠の
文字を並び替えてできる言葉をお
答えください。

ヒント：いろんな色があります

□ □ □ □ □
答えがわかったら▶郵便はがきで、解答と住所・氏名を
記載のうえ「広報たが」へのおたよりやご意見を企画課
までお送りください。Ｅメール・有線ＦＡＸでもOKです。

有線FAX 2-2018 
kikaku@town.taga.lg.jp

締め切りは５月２９日（金）です。正解者の中から
抽選で10人の方に粗品を進呈します。発表は景
品の発送をもってかえさせていただきます。
なお、おたよりの内容で抽選をすることはあ

りません。内容に関係なく抽選しています。

おめでた・おくやみ

問題

放射線量（μsv/h）

4月 2日　0.06
4月15日　0.07

※役場前にて、9時の3回測定平均値
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平成27年3月末現在

（　）内は前月比
■人口
7,674人 （-25）
■男性
3,682人 （-20）
■女性
3,992人 （-5）
■世帯数
2,730世帯 （-2）
■転入
23人
■転出
43人

（敬称略）

① ⑥ ⑧ ⑨

② ③

④ ⑦

⑩

⑤

〈相談等〉（標記の時間は受付時間です）

すくすく相談 ６月２３日（火） １０時〜１１時 子どもの健康、子育てに関する相談を受け付けています。

〈健診等〉（標記の時間は受付時間です）

４カ月児健診 ６月１日（月） １３時〜１３時１５分

多賀町
総合福祉

保健センター
ふれあいの郷

Ｈ２７年１月生まれの乳児
１０カ月児健診 ６月１日（月） １３時１５分〜１３時３０分 Ｈ２６年７月生まれの乳児
２歳６カ月児健診 ６月２日（火） １３時〜１３時１５分 Ｈ２４年１１月・１２月生まれの幼児
３歳６カ月児健診 ６月１０日（水） １３時〜１３時１５分 Ｈ２３年１１月・１２月生まれの幼児

総合健診
６月６日（土）

９時〜１１時
特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん・
子宮頸がん、乳がん検診の申込者６月１９日（金）

特定健診
６月１６日（火）

特定健診の申込者
６月１８日（木）

８時〜９時 川相草の根ハウス
１０時〜１１時 佐目集会所

☆各健診には、必ず母子健康手帳・質問票をご持参ください。／2歳６カ月児健診・3歳６カ月児健診を受けられる方は、歯ブラシとコップ
を持ってきてください。１０カ月児健診には、お子さんと同居されているおばあちゃん・おじいちゃんもぜひおいでください。

〈予防接種〉（指定医療機関で１年中実施・予約制）
予防接種名 対象年齢 実施時期と方法 種類

４種混合
（ 百 日 せ き ・ 破 傷 風 ・ 
ジフテリア・不活化ポリオ）

または
３種混合

（ 百 日 せ き ・ 破 傷 風 ・ 
ジフテリア）

１期：生後３カ月以上〜９０カ月未満
２期（２種混合：ジフテリア、破傷
風）：１１歳以上１３歳未満

（小６相当の年齢）

１期初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
１期追加：３回目接種日から

１年後に１回接種
２期：１回接種

不活化ワクチン
（６日以上おいて

別のワクチンが
接種可能）

不活化ポリオ
※１ 生後３カ月以上〜９０カ月未満

初回：２０日〜５６日間隔で３回接種
追加：３回目接種日から

１年後に１回接種

日本脳炎
※２

１期：生後６〜９０カ月未満
（標準的な時期：３歳〜４歳）

２期：９歳以上１３歳未満
（小３〜４年）

１期初回：６日〜２８日間隔で２回接種
１期追加：２回目接種日から

１年後に１回接種
２期：１回接種

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ型）
※３

生後２カ月〜５歳未満
（標準的な時期：生後２〜７カ月）

初回：４〜８週間隔で３回接種
追加：３回目接種日から

７〜１３カ月後に１回接種

小児用肺炎球菌
※４

生後２カ月〜５歳未満
（標準的な時期：生後２〜７カ月）

初回：２７日以上の間隔で３回接種
追加：３回目接種日から

６０日以上に１回接種
（追加接種は、生後１２〜１５カ月に至るまで）

麻しん風しん混合 １期：１２カ月以上〜２４カ月未満
２期：５歳以上７歳未満の年長児 １期・２期ともに１回ずつ接種

生ワクチン
（２７日以上おいて

別の接種可能）
結核（ＢＣＧ） 生後１２カ月未満（標準的な時期：

生後５〜８カ月） １回接種

水痘 生後１２カ月以上〜３６カ月未満
（標準的な時期：生後１２〜１５カ月） ３カ月以上の間隔で２回接種

※１ ポリオが未接種の方で、３種混合を１回以上接種されている場合は、不活化ポリオワクチンの接種になります。
※２ 平成７年４月２日〜平成１９年４月１日に生まれた方で、平成１７年度に接種が差し控えられたことで接種が受けられなかった方につい
ては、２０歳の誕生日を迎えるまでは、不足回数分を定期の予防接種として無料で受けられます。

※３ ヒブ　生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回終了後７〜１３カ月後に追加１回　計３回　生後１歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ
※４ 小児用肺炎球菌　生後７カ月〜１歳未満で開始の場合：初回２回、初回２回目から６０日以上後に追加１回計３回　生後１歳〜２歳未
満で開始の場合：初回１回、６０日後に１回計２回　生後２歳〜５歳未満で開始の場合：１回のみ

☆予防接種には、原則、保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できないとき（祖父母やおじ、おばなど）は、福祉保健課までご連絡ください。
☆必ず予約をして、母子健康手帳と予診票を忘れず持参してください。

子育て支援センター（ささゆり保育園２階）／多賀町子ども家庭応援センター主催（有）２-８１３７　（電）４８-８１３７　ｋｏｄｏｍｏ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ

〈ひろばの案内〉

わくわくランドで遊ぼう 月曜日〜金曜日
９時〜１３時 子ども同士・親同士が遊んだり、語りあったりする

のに利用してください。
１３時〜１４時 子育て相談

にこにこ
広 場

（登録制）

きりん・こあら広場 ６月１０日（水） １０時〜
３B体操

ぺんぎん広場 ６月２４日（水） １０時〜

おしゃべりデー ６月３０日（火） ９時３０分〜 救急救命講習
お話ポケット ６月９日（火） １０時〜 絵本・パネルシアター・歌遊び

※「―」の日時は、他町の集落の収集日と
なっています。

※不定期でお申し込みの方は、原則として
不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申し
込みいただいた収集回数を表していま
す。

①は１ヶ月に１回、②は２ヶ月に１回、③は
３ヶ月に１回でのお申し込みを表し、「萱
原①」とある場合は１ヶ月に１回で申し込
みいただいた萱原のお宅を収集させて
いただきます。
なお、収集予定のない集落等について
は、翌月以降の収集となります。

※１月に２回でお申し込みの場合は、原則
１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回
目を１回目の１５日後（２〜３日は前後し
ます）に収集させていただきます。

平成２７年６月 多賀町 し尿収集カレンダー
日（曜日） 午 前 午 後

集 落 集 落
2日（火）萱原① 不定期
4日（木）川相① ―

9日（火）一円①・木曽①・久徳①②・猿木①③・
月之木①

一円①・木曽①・久徳①②・猿木①③・
月之木①

11日（木）多賀①・敏満寺①・一之瀬①・藤瀬①② 多賀①・敏満寺①・一之瀬①・藤瀬①②
15日（月）佐目①・四手①・富之尾①・南後谷① 不定期
16日（火）萱原② 萱原②
17日（水）大杉①②・樋田②③・仏ヶ後② 大杉①②・樋田②③・仏ヶ後②
18日（木）中川原①③ 中川原①③
23日（火）川相②・小原②・霜ヶ原② 川相②・小原②・霜ヶ原②
25日（木）土田①③・大君ヶ畑①・久徳③ 不定期
30日（火）萱原③ 萱原③

先月号の答え

「ワサビ（山葵）」
でした。

① ⑧ ⑩

② ⑨

③ ⑦

④

⑤ ⑥

ア ク ア 　 ロ
ワ 　 カ サ ゴ
オ ウ セ ツ マ
　 ナ ン バ ー
ビ ギ 　 ツ ク
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表紙写真■今月はたがゆいちゃんへの特別住民票交付
の写真です。町花ササユリを手に、特技の「ゆいちゃん
スマイル」がかわいらしいですね。

編集後記■「光陰矢の如し」と言われるように、あっとい
う間に５月を迎えました。時間は全ての人に平等に与え
られています。どんな使い方をするのかは自分次第。後
悔のない、素敵な時間を過ごしていきたいものです。
ｋｉｋａｋｕ@ｔｏｗｎ.ｔａｇａ.ｌｇ.ｊｐ   （ど）

「広報たが」についてご意見などありましたら上記アドレ
ス（企画課）にメールをお送りください。
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ウグイス
[Cettia diphone]

町の鳥

スギ
[Cryptomeria japonica]

町の木

ササユリ
[Lilium japonicum]

町の花

多賀町民憲章
鈴鹿山系の緑と芹川・犬上川の清流に恵まれた多賀町に住むわたくした
ちは、日常生活の心構えとしてこの憲章を定めます。
わたくしたち多賀町民は
一、郷土に住む喜びを感謝し、平和で明るい町をつくります。
一、歴史と伝統を生かし、教養を深め、かおり高い文化の町をつくります。
一、互いに励まし助けあい、心のふれあう町をつくります。
一、清くたくましい青少年のそだつ、健全な町をつくります。
一、働くことに喜びをもち、しあわせな家庭、豊かな町をつくります。

昭和53年11月10日制定

19時まで受付します。
税務住民課（住民） （有）2-2031 （電）48-8114

と8 22（金）
日

（金）
日

5月の時間外交付

「広報たが」は地域の間伐材を
活用した用紙を使っています
（古紙パルプ70%＋針葉樹パルプ30%）
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ご協力
ありがとうございます！

引き続き、皆さんのご協力を
よろしくお願いします。

キリンアルミ缶回収状況
（３月末現在）

37,244缶
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